
○
公
安
委
員
会
規
則

○
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

大
分
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
（
平
成
２８年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２８条

中
「
大
分
県
情
報
公
開
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１５年

法
律
第
５７

号
）
第
１０６条

第
１
項
の
審
査
請
求
及
び
大
分
県
情
報
公
開
条
例
」
に
改
め
、
「
及
び
大
分
県
個
人
情
報
保

護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
第
２８条

の
２
の
審
査
請
求
」
を
削
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２１号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程

目
次第
１
章
総
則
（
第
１
条
―
第
６
条
）

第
２
章
開
示
請
求
に
関
す
る
事
務
（
第
７
条
―
第
１８条

）

第
３
章
訂
正
請
求
に
関
す
る
事
務
（
第
１９条

―
第
２７条

）

第
４
章
利
用
停
止
請
求
に
関
す
る
事
務
（
第
２８条

―
第
３４条

）

第
５
章
審
査
請
求
等
（
第
３５条

―
第
３９条

）

附
則

第
１
章
総
則

（
趣
旨
）

第
１
条
こ
の
規
程
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１５年

法
律
第
５７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
１５年

政
令
第
５０７号

。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令
和
４
年
大
分
県
条
例
第
３２号

。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
、
大
分
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
５
年
大
分
県
公

安
委
員
会
規
則
第
６
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
大
分
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
５
年
大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
１９号

。
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
以
下
「
自
己
情
報
」
と
い
う
。
）
の
開

示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
取
扱
い
、
苦
情
の
処
理
等
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
県
警
情
報
室
公
安
委
員
会
及
び
警
察
本
部
長
に
お
け
る
自
己
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止

（
以
下
「
開
示
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た
め
に
警
務
部
警
務
課

（
以
下
「
警
務
課
」
と
い
う
。
）
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
。

⑵
警
察
署
窓
口
警
察
署
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
自
己
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た
め

に
警
察
署
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
。

令

和

五

年

号

外

五
五

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
�

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

一



⑶
本
部
所
属
警
察
本
部
の
課
、
所
及
び
隊
並
び
に
警
察
学
校
を
い
う
。

⑷
事
務
担
当
所
属
第
４
条
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で
の
事
務
を
行
う
本
部
所
属
を
い
う
。

（
事
務
担
当
所
属
の
指
定
等
）

第
３
条
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
を
管
理
（
当
該
公
文
書
を
警
察
署
に
お

い
て
管
理
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
事
務
を
所
管
）
す
る
な
ど
第
４
条
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務
を
行
う
こ
と
が
適
当
な
本
部
所
属
を
事
務
担
当
所
属
と
す
る
。

２
事
務
担
当
所
属
が
い
ず
れ
か
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
警
務
部
長
が
指
定
す
る
。

（
事
務
担
当
所
属
の
事
務
）

第
４
条
事
務
担
当
所
属
の
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
の
検
索
及
び
特
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
自
己
情
報
の
開
示
等
に
係
る
請
求
書
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
請
求
の
あ
っ
た
自
己
情
報
の
開
示
等
の
可
否
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
県
以
外
の
も
の
か
ら
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
を
開
示
の
場
所
に
搬
入
し
、
開
示
を
行
う
こ
と
。

⑹
自
己
情
報
の
開
示
等
の
可
否
の
決
定
又
は
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
に
係
る

不
作
為
（
以
下
「
開
示
請
求
等
に
係
る
不
作
為
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
査
請
求
の
処
理
に
関
す
る
こ

と
。

⑺
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
そ
の
他
所
管
に
係
る
自
己
情
報
の
開
示
等
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
警
察
署
の
事
務
）

第
５
条
自
己
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
を
管
理
し
て
い
る
警
察
署
の
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

⑴
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
の
検
索
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
の
開
示
に
立
ち
会
う
こ
と
。

⑶
そ
の
他
自
己
情
報
の
開
示
等
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
事
務
処
理
体
制
）

第
６
条
本
部
所
属
及
び
警
察
署
に
個
人
情
報
保
護
事
務
責
任
者
及
び
個
人
情
報
保
護
事
務
担
当
者
を
置

く
。

２
個
人
情
報
保
護
事
務
責
任
者
は
、
本
部
所
属
に
あ
っ
て
は
次
席
、
副
所
長
、
副
隊
長
、
副
校
長
等
を
、

警
察
署
に
あ
っ
て
は
副
署
長
を
も
っ
て
充
て
、
所
属
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
務
処

理
を
総
括
す
る
。

３
個
人
情
報
保
護
事
務
担
当
者
は
、
本
部
所
属
に
あ
っ
て
は
課
長
補
佐
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
者

を
含
む
。
）
、
校
長
補
佐
又
は
科
長
補
佐
（
こ
れ
ら
を
置
か
な
い
場
合
は
、
所
属
長
が
指
定
す
る
職
員
）

を
、
警
察
署
に
あ
っ
て
は
課
長
（
隊
長
並
び
に
幹
部
交
番
所
長
及
び
空
港
警
備
派
出
所
長
を
含
む
。
）
を

も
っ
て
充
て
、
係
、
課
等
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

第
２
章
開
示
請
求
に
関
す
る
事
務

（
相
談
及
び
案
内
）

第
７
条
県
警
情
報
室
及
び
警
察
署
窓
口
（
以
下
「
県
警
情
報
室
等
」
と
い
う
。
）
は
、
自
己
情
報
の
開
示

に
関
す
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
が
次
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
断
し
、
保
有
個
人
情

報
の
特
定
等
に
つ
い
て
、
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考
慮
し
た
適
切
な
事
務
の
取
扱
い
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

⑴
開
示
請
求

⑵
法
第
６９条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
へ
の
提
供

⑶
情
報
提
供

⑷
他
の
法
令
又
は
条
例
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
等
に
係
る
保

有
個
人
情
報

⑸
令
第
１６条

各
号
に
該
当
す
る
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
（
販
売

物
、
歴
史
的
資
料
等
）

⑹
法
１２４条

に
該
当
す
る
保
有
個
人
情
報
（
刑
事
事
件
関
係
、
未
分
類
文
書
等
）

⑺
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１３１号

）
第
５３条

の
２
第
２
号
に
規
定
す
る
個
人
情
報
（
訴
訟
に

関
す
る
書
類
及
び
押
収
物
）

２
自
己
情
報
の
開
示
に
関
す
る
相
談
が
本
部
所
属
に
な
さ
れ
た
場
合
は
県
警
情
報
室
と
、
警
察
署
の
課

等
に
な
さ
れ
た
場
合
は
当
該
警
察
署
の
警
察
署
窓
口
と
、
そ
れ
ぞ
れ
直
ち
に
連
絡
を
取
る
も
の
と
す

る
。

３
警
察
署
窓
口
に
当
該
警
察
署
以
外
の
所
属
が
保
有
し
て
い
る
自
己
情
報
の
開
示
に
関
す
る
相
談
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
県
警
情
報
室
に
連
絡
の
上
、
該
当
す
る
窓
口
を
案
内
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
書
の
提
出
等
）

第
８
条
自
己
情
報
の
開
示
請
求
は
、
本
人
又
は
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
若
し

く
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
代
理
人
」
と
総
称
す
る
。
）
が
、
規
則
第
３
条
第
１
項
又
は

規
程
第
３
条
第
１
項
の
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
（
以
下
「
開
示
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
公
安
委
員

会
又
は
警
察
本
部
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
様
式
に
よ
ら
な
い
書

面
で
あ
っ
て
も
法
第
７７条

第
１
項
に
規
定
す
る
必
要
的
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
を

開
示
請
求
者
と
し
て
取
り
扱
う
。

２
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
県
警
情
報
室
等
へ
の
来
所
及
び
送
付
に
よ
り
前
項
の
書
面
を
提
出
す
る
も
の

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

二



と
し
、
口
頭
又
は
電
話
に
よ
る
開
示
請
求
は
認
め
な
い
。

３
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
請
求
は
、
令
第
２２条

に
定
め
る
本
人
確
認
書
類
の
添
付
が
で

き
な
い
た
め
、
原
則
と
し
て
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
人
確
認
書
類
が
別
途
送
付
さ
れ
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
開
示
請
求
は
、
原
則
と
し
て
請
求
し
よ
う
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
１
件
に
つ
き
１
枚
の
開
示
請

求
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
各
人
に
請
求
権
を
認
め
る
。

⑴
代
理
人
が
複
数
で
あ
る
場
合

⑵
死
者
に
係
る
相
続
そ
の
他
死
者
の
死
に
起
因
す
る
権
利
義
務
を
有
す
る
者
（
以
下
「
相
続
人
等
」
と

い
う
。
）
が
複
数
で
あ
り
、
当
該
死
者
の
情
報
が
当
該
相
続
人
等
そ
れ
ぞ
れ
の
本
人
の
個
人
情
報
に
該

当
す
る
場
合

（
本
人
等
の
確
認
）

第
９
条
県
警
情
報
室
等
は
、
開
示
請
求
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
開
示
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
開
示

請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
求
め
、
当
該
開
示
請
求

を
す
る
者
が
本
人
又
は
そ
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
本
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合

ア
本
人
が
県
警
情
報
室
等
に
来
所
し
て
開
示
請
求
を
す
る
と
き
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

で
、
原
則
と
し
て
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
開
示
請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同

一
の
記
載
が
あ
る
も
の

ア
運
転
免
許
証

イ
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

ウ
個
人
番
号
カ
ー
ド

エ
在
留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書

オ
そ
の
他
令
第
２２条

第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
該
当
す
る
書
類
と
し
て
別
表
の
１
に
掲
げ
る
も
の

カ
令
第
２２条

第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
書
類
と

し
て
別
表
の
２
に
掲
げ
る
も
の

イ
本
人
が
送
付
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
と
き
次
に
掲
げ
る
書
類

ア
ア
の
書
類
を
複
写
し
た
も
の

イ
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
令
第
２２条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本

部
長
が
認
め
る
書
類
と
し
て
別
表
の
３
に
掲
げ
る
も
の
（
開
示
請
求
を
す
る
日
前
３０日

以
内
に
作

成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
住
民
票
の
写
し
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
複
写
物
は
認
め
な
い
。
）

⑵
法
定
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合

ア
法
定
代
理
人
が
県
警
情
報
室
等
に
来
所
し
て
開
示
請
求
を
す
る
と
き
法
定
代
理
人
本
人
に
係
る

前
号
ア
に
掲
げ
る
書
類
に
加
え
、
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

（
開
示
請
求
を
す
る
日
前
３０日

以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
複
写
物
は
認
め
な
い
。

以
下
、
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ア
戸
籍
謄
本

イ
戸
籍
抄
本

ウ
成
年
後
見
登
記
の
登
記
事
項
証
明
書

エ
家
庭
裁
判
所
の
証
明
書

イ
法
定
代
理
人
が
送
付
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
と
き
法
定
代
理
人
本
人
に
係
る
前
号
イ
に
掲
げ

る
書
類
に
加
え
、
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
ア
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

⑶
任
意
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合

ア
任
意
代
理
人
が
県
警
情
報
室
等
に
来
所
し
て
開
示
請
求
を
す
る
と
き
任
意
代
理
人
本
人
に
係
る

第
１
号
ア
に
掲
げ
る
書
類
に
加
え
、
任
意
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
委
任
状
（
開
示
請
求
を
す
る

日
前
３０日

以
内
に
作
成
さ
れ
、
委
任
者
の
実
印
を
押
印
し
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
複
写
物
は
認
め

な
い
。
併
せ
て
、
委
任
者
の
印
鑑
登
録
証
明
書
（
複
写
物
は
認
め
な
い
。
）
又
は
委
任
者
の
運
転
免

許
証
等
本
人
に
対
し
て
一
に
限
り
発
行
さ
れ
る
書
類
の
複
写
物
の
添
付
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
以

下
、
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
任
意
代
理
人
が
送
付
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
と
き
任
意
代
理
人
本
人
に
係
る
第
１
号
イ
に
掲

げ
る
書
類
に
加
え
、
任
意
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
委
任
状

２
県
警
情
報
室
等
は
、
開
示
請
求
者
が
前
項
に
定
め
る
書
類
を
提
示
又
は
提
出
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
者

に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
者
が
当
該
期
間
内
に
当
該
書
類
を
提
示
若
し
く
は
提
出
し
な
い
と
き
又
は
そ
の
者
と
の
連

絡
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
５
年
法
律
第
８８号

）
第
７
条
の
規
定
に
よ

り
、
法
第
８２条

第
２
項
の
不
開
示
決
定
を
行
う
。

３
県
警
情
報
室
等
は
、
第
１
項
の
確
認
を
行
っ
た
後
、
開
示
請
求
書
の
開
示
請
求
者
欄
及
び
請
求
者
本
人

確
認
書
類
欄
の
該
当
す
る
も
の
に
レ
印
を
付
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
本

人
の
状
況
等
欄
の
該
当
す
る
も
の
に
レ
印
を
付
し
、
本
人
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
の
生
年
月
日
、
本
人

の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
の
記
載
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
代
理
人
の
資
格
確
認
書
類
の
該
当
す
る
も

の
に
レ
印
を
付
す
も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
書
の
記
載
事
項
の
確
認
）

第
１０条

県
警
情
報
室
等
は
、
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
開
示
請
求
書
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

三



⑴
法
の
対
象
で
あ
る
保
有
個
人
情
報
（
法
第
６０条

第
１
項
）
に
係
る
開
示
請
求
で
あ
る
こ
と
。

ア
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し

て
保
有
し
て
い
る
こ
と
（
令
第
１６条

に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書
か
ら
除
か
れ
る
も
の

で
な
い
こ
と
（
県
報
等
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
で
な

い
こ
と
、
公
文
書
館
等
に
お
い
て
歴
史
的
資
料
と
し
て
特
別
の
管
理
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ

と
等
）
）
。

イ
開
示
請
求
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
（
法
第
１２４条

第
１
項
に
規
定
す
る
刑
事
事
件
の
裁

判
に
係
る
個
人
情
報
で
な
い
こ
と
、
統
計
法
（
平
成
１９年

法
律
第
５３号

）
、
戸
籍
法
（
昭
和
２２年

法

律
第
２２４号

）
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
個
別
法
に
お
い
て
法
の
適
用
除
外
が
規
定
さ
れ
て
い
る
個
人
情

報
で
な
い
こ
と
等
）
。

ウ
他
の
法
令
等
に
基
づ
く
開
示
制
度
が
な
い
こ
と
。

⑵
開
示
請
求
の
宛
先
開
示
請
求
し
よ
う
と
す
る
保
有
個
人
情
報
を
記
録
し
た
公
文
書
を
管
理
す
る
機

関
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

⑶
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
開
示
請
求
者
を
特
定
し
、
決
定
通
知
書
の
送
付
先
を
特
定
す
る
た
め
に

正
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
及
び
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
開
示
請
求
者
の
氏
名
に
旧
姓
を
用
い
る
こ
と
は
、
添
付
す
る
書
類
な
ど
の
確
認
を
通
じ
て
本

人
と
同
一
性
を
担
保
で
き
る
限
り
に
お
い
て
認
め
る
も
の
と
す
る
。

⑷
電
話
番
号
開
示
請
求
者
と
の
連
絡
が
確
実
に
行
わ
れ
る
場
所
（
自
宅
等
）
又
は
携
帯
電
話
の
電
話

番
号
と
し
、
代
理
人
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
担
当
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑸
開
示
を
請
求
す
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
開
示
請
求
の
対
象
と
な
る
自
己
情
報
の
内
容
を
特
定
で

き
る
程
度
に
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
「
警
察
が
保
有
す
る
私
に
関
す
る
個
人
情
報
一

切
」
、
「
○
○
課
に
あ
る
自
己
の
個
人
情
報
の
全
て
」
と
い
う
記
載
で
は
、
個
人
情
報
を
特
定
し
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
た
め
、
「
○
○
課
の
○
○
事
務
の
○
○
台
帳
に
載
っ
て
い
る
私
の
個
人
情
報
」
な
ど

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
）
。

⑹
求
め
る
開
示
の
実
施
方
法
い
ず
れ
の
方
法
を
希
望
す
る
の
か
が
分
か
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
項
目

の
記
載
は
任
意
で
あ
る
た
め
、
記
載
さ
れ
て
い
な
く
て
も
補
正
は
求
め
な
い
。

２
県
警
情
報
室
等
は
、
前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
事
項
を
確
認
し
た
場
合
に
お
い
て
、
開
示
請

求
書
に
記
載
漏
れ
、
誤
り
又
は
不
明
の
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
て
必
要
な
補
正
を
求
め
る

も
の
と
す
る
。

な
お
、
開
示
請
求
者
が
補
正
の
求
め
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
行
政
手
続
法
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
、
法

第
８２条

第
２
項
の
不
開
示
決
定
を
行
う
。

３
県
警
情
報
室
等
は
、
前
２
項
に
規
定
す
る
手
続
を
行
っ
た
後
、
職
員
記
載
欄
の
事
務
担
当
所
属
に
開
示

請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
所
掌
す
る
事
務
担
当
所
属
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
署
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
に
係
る

請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
欄
に
括
弧
書
で
当
該
警
察
署
名
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

４
県
警
情
報
室
等
は
、
死
者
に
関
す
る
情
報
（
開
示
請
求
者
が
当
該
死
者
の
遺
族
等
で
あ
っ
て
、
当
該
情

報
に
よ
り
当
該
開
示
請
求
者
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
開
示
請
求
者
の
保
有
個
人
情
報
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
本
人
確

認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
疑
義
が
あ
る
と
き

は
、
警
務
部
警
務
課
長
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
死
者
で
あ
る
被
相
続
人
か
ら
相
続
し
た
財
産
に
関
す
る
情
報
請
求
内
容
が
当
該
相
続
財
産
に
係
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
及
び
請
求
要
件
の
有
無
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
書
類

ア
死
者
の
財
産
が
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
う
る
書
類
不

動
産
登
記
簿
、
契
約
書
そ
の
他
の
当
該
財
産
が
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
被
相
続
人

に
帰
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
又
は
遺
言
書
（
公
正
証
書
に
よ
る
も
の
又
は
家
庭
裁
判
所
の
検

認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
遺
産
分
割
協
議
書
そ
の
他
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
相
続

し
た
財
産
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

イ
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
う
る
書
類
被
相
続
人
で
あ
る

死
者
の
除
籍
謄
本
及
び
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
戸
籍
謄
本
そ
の
他
開
示
請
求
を
し
よ
う
と

す
る
者
が
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

⑵
死
者
で
あ
る
被
相
続
人
か
ら
相
続
し
た
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
等
に
関
す
る
情
報
請

求
内
容
が
当
該
損
害
賠
償
請
求
権
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
及
び
請
求
要
件
の
有
無
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

ア
死
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
う
る
書
類
示
談
書
、
和
解
書
、

確
定
判
決
書
そ
の
他
死
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

イ
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
相
続
し
た
こ
と
を
確
認
し
う
る
書

類
遺
言
書
（
公
正
証
書
に
よ
る
も
の
又
は
家
庭
裁
判
所
の
検
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
遺

産
分
割
協
議
書
、
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
相
続
し
た
こ
と
を
証
す

る
確
定
判
決
書
そ
の
他
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
相
続
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
も
の

ウ
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
う
る
書
類
被
相
続
人
で
あ
る

死
者
の
除
籍
謄
本
及
び
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
戸
籍
謄
本
そ
の
他
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
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す
る
者
が
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

⑶
近
親
者
固
有
の
慰
謝
料
請
求
権
、
遺
贈
そ
の
他
死
者
の
死
に
起
因
し
、
相
続
以
外
の
原
因
に
よ
り
開

示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
取
得
し
た
権
利
義
務
に
関
す
る
情
報
請
求
内
容
が
当
該
権
利
義
務
に

係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
ほ
か
、
請
求
要
件
の
有
無
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
書
類

ア
示
談
書
、
和
解
書
、
確
定
判
決
書
そ
の
他
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
権
利
義
務
を
取

得
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

イ
遺
贈
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
取
得
し
た
権
利
義
務
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
遺
言

書

（
保
有
個
人
情
報
の
特
定
）

第
１１条

県
警
情
報
室
等
は
、
前
条
第
１
項
第
５
号
の
事
項
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
開
示
請
求
者
か
ら
求

め
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
を
十
分
に
聴
取
し
、
本
部
所
属
若
し
く
は
警
察
署
（
以
下
「
関
係
所
属
等
」

と
い
う
。
）
の
職
員
の
直
接
応
接
又
は
関
係
所
属
等
に
対
す
る
照
会
な
ど
関
係
所
属
等
と
連
絡
を
取
り
な

が
ら
、
特
定
に
資
す
る
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う
な
ど
開
示
請
求
者
の
利
便
を
図
る
と
と
も
に
、
規
則

第
２
条
又
は
規
程
第
２
条
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
上
の
フ
ァ
イ
ル
名
、
公
文
書
の
件
名
の
引
用
、
こ
れ

に
更
に
限
定
を
加
え
る
等
に
よ
り
、
対
象
と
な
る
保
有
個
人
情
報
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
書
の
処
理
）

第
１２条

県
警
情
報
室
等
は
、
適
正
な
開
示
請
求
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
速
や
か
に
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
開
示
請
求
書
が
県
警
情
報
室
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
受
付
印
を
押
し
、
保
有
個
人
情
報
開

示
請
求
受
付
処
理
簿
（
第
１
号
様
式
）
に
登
載
を
行
っ
た
後
、
請
求
者
に
当
該
請
求
書
の
写
し
を
交
付

し
、
併
せ
て
開
示
請
求
書
の
事
務
担
当
所
属
欄
に
担
当
す
る
所
属
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
県
警
情
報
室
は
、
開
示
請
求
書
の
写
し
を
保
管
し
た
上
で
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
事
務
担
当
所

属
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
開
示
請
求
の
内
容
が
警
察
署
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
保
有
個
人
情

報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署
に
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
こ

と
。

⑵
開
示
請
求
書
が
警
察
署
窓
口
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
前
号
前
段
に
定
め
る
手
続
を
行
う
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
署
窓
口
は
、
開
示
請
求
書
の
写
し
を
保
管
し
た
上
で
、
直
ち
に
、
当
該
開
示

請
求
書
を
県
警
情
報
室
を
経
由
し
て
事
務
担
当
所
属
に
送
付
す
る
こ
と
。

２
県
警
情
報
室
等
は
、
開
示
請
求
書
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
開
示
の
可
否
の
決
定
は
、
開
示
請
求
書
が
到
達
し
た
日
か
ら
１４日

以
内
に
行
い
、
そ
の
結
果
は
、
文

書
で
通
知
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
７７条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
こ
と
。

⑵
前
号
の
決
定
を
行
う
期
間
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
３０日

以
内
の
期
間
で
延
長
し
、

当
該
延
長
の
期
間
及
び
理
由
を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が

著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
４４日

以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
開
示
の
可

否
の
決
定
が
で
き
な
い
場
合
は
、
法
第
８４条

及
び
条
例
第
６
条
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

並
び
に
残
り
の
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
す
る
期
限
を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。

⑶
写
し
の
交
付
を
請
求
す
る
場
合
は
、
開
示
請
求
者
が
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ

と
。
ま
た
、
写
し
の
送
付
に
よ
る
開
示
を
行
う
場
合
は
、
送
付
に
係
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
。

⑷
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は
、
な
り
す
ま
し
や
利
益
相
反
の
防
止
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の

適
切
な
本
人
確
認
を
行
い
、
な
お
確
認
が
十
分
で
な
い
と
事
務
担
当
所
属
が
認
め
た
場
合
は
、
次
の
対

応
を
取
る
こ
と
。

ア
未
成
年
者
と
そ
の
法
定
代
理
人
と
し
て
開
示
請
求
を
行
っ
た
親
権
者
と
の
間
で
利
益
相
反
が
疑
わ

れ
る
場
合
に
、
親
権
者
以
外
の
者
に
照
会
を
行
う
こ
と
。

イ
任
意
代
理
人
の
資
格
を
確
認
す
る
た
め
、
本
人
へ
の
架
電
又
は
本
人
へ
の
確
認
書
の
送
付
に
よ

り
、
そ
の
返
信
を
も
っ
て
本
人
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
。

⑸
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
開
示
を
受
け
る
時
点
に
お
い
て
も
代
理
権
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
ま

た
、
開
示
を
受
け
る
前
に
代
理
権
を
喪
失
（
未
成
年
者
の
成
人
年
齢
到
達
、
任
意
代
理
の
委
任
の
終
了

等
）
し
た
場
合
は
、
書
面
に
よ
る
届
出
が
必
要
で
あ
り
、
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
開
示
請
求
は
取
り
下

げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
。

（
事
務
担
当
所
属
に
お
け
る
開
示
請
求
書
の
受
理
）

第
１３条

開
示
請
求
書
の
送
付
を
受
け
た
事
務
担
当
所
属
は
、
当
該
開
示
請
求
書
に
受
付
印
を
押
し
、
そ
の

記
載
内
容
を
審
査
し
た
後
、
文
書
整
理
簿
に
記
録
し
て
こ
れ
を
受
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
の
写
し
の
送
付
）

第
１４条

開
示
請
求
が
警
察
署
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
警
察
署
は
直
ち
に
そ
の
写
し
を
事
務
担
当
所
属
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
）

第
１５条

事
務
担
当
所
属
は
、
開
示
請
求
書
を
受
理
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
を
特
定
し
て
、
取
り
出
し
（
保
有
個
人
情
報
が
存
在
し
な
い
場
合
は
そ
の
旨

を
確
認
し
）
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
法
第
７８条

第
１
項
各
号
（
条
例
第
４
条
で
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）
定
め
る
不
開
示
情
報
及
び
法
第
８１条

に
定
め
る
存
否
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
保
有
個
人
情
報
に
該

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

五



当
す
る
か
ど
う
か
検
討
を
行
い
、
次
の
各
号
の
手
続
を
経
た
上
で
、
開
示
の
可
否
に
つ
い
て
決
定
を
行
う

も
の
と
す
る
。

⑴
開
示
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
警
務
課
と
協
議
す
る
こ
と
。

⑵
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
所
属
等
又
は
他
の
機
関
と
協
議
す
る
こ
と
。

⑶
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
、
法
第
８６条

第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
第
三
者
（
以
下

「
第
三
者
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

⑷
法
定
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
個
別
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
本
人
と
そ

の
法
定
代
理
人
と
し
て
開
示
請
求
を
行
っ
た
親
権
者
と
の
間
に
お
い
て
利
益
相
反
が
疑
わ
れ
る
場
合
、

そ
の
利
益
相
反
防
止
の
観
点
か
ら
、
法
第
７８条

第
１
項
第
１
号
該
当
性
の
判
断
に
当
た
り
当
該
親
権
者

以
外
の
者
に
対
す
る
照
会
書
（
第
２
号
様
式
）
を
送
付
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
照
会
書
の

返
送
は
、
１
週
間
以
内
に
行
う
よ
う
求
め
る
も
の
と
し
、
返
送
に
要
す
る
郵
送
料
は
、
事
務
担
当
所
属

が
負
担
す
る
こ
と
。

⑸
任
意
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
な
り
す
ま
し
や
利
益
相
反
の
防
止
の
観

点
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
顔
写
真
付
き
の
書
類
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
代
理
人
資
格

確
認
書
類
の
補
充
と
し
て
本
人
へ
の
架
電
又
は
委
任
確
認
書
（
第
２
号
様
式
の
２
）
を
送
付
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
任
確
認
書
の
返
送
は
、
一
週
間
以
内
に
行
う
よ
う
本
人
に
対
し
求
め
、

返
送
に
要
す
る
郵
送
料
は
、
事
務
担
当
所
属
が
負
担
す
る
こ
と
。

２
事
務
担
当
所
属
は
、
開
示
請
求
書
が
県
警
情
報
室
等
に
到
達
し
た
日
か
ら
１４日

以
内
に
開
示
の
可
否
に

つ
い
て
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
７７条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３
開
示
の
可
否
の
決
定
の
通
知
は
、
規
則
第
５
条
第
１
項
若
し
く
は
規
程
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
開

示
決
定
通
知
又
は
規
則
第
５
条
第
２
項
若
し
く
は
規
程
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
不
開
示
決
定
通
知
書

（
以
下
「
開
示
決
定
等
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
事
務
担
当
所
属
が
作
成
し
、
原
則
と
し
て
郵
送
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
規
則
第
５
条
第
１
項
又
は
規
程
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
通
知

書
（
以
下
「
開
示
決
定
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
送
付
す
る
際
は
、
規
則
第
９
条
第
５
項
又
は
規
程
第
９

条
第
５
項
に
規
定
す
る
開
示
実
施
方
法
等
申
出
書
を
同
封
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事

務
担
当
所
属
は
、
当
該
開
示
決
定
等
通
知
書
の
写
し
を
県
警
情
報
室
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
開
示
決
定

通
知
書
が
警
察
署
窓
口
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署
窓
口
に
対
し
て
も
そ
の
写
し

を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
開
示
を
受
け
る
者
は
、
開
示
決
定
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
３０日

以
内
に
、
前
項
の
開
示
実

施
方
法
等
申
出
書
に
求
め
る
開
示
の
実
施
方
法
等
を
記
載
の
上
、
当
該
申
出
書
を
第
８
条
第
２
項
に
定
め

る
方
法
等
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
開
示
請
求
書
に
任
意
に
記
載
し
た
方
法
等
を
変
更

し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
事
務
担
当
所
属
は
、
警
務
課
と
協
議
し
て
、
第
２
項
の
期
間
内
に
開
示
の
可
否
に
つ
い
て
決
定
の
延
長

を
す
る
か
否
か
の
決
定
を
行
う
も
の
と
し
、
決
定
期
間
の
延
長
を
行
っ
た
と
き
は
、
規
則
第
６
条
第
１
項

若
し
く
は
規
程
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
の
写
し
又
は
規
則
第
６
条
第

２
項
若
し
く
は
規
程
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
の
写
し
を
警
務
課

に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６
事
務
担
当
所
属
は
、
法
第
８５条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
事
案
を
移
送
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
移
送
に
関
す
る
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
は
、
移
送
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑴
事
案
を
移
送
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
警
務
課
と
協
議
す
る
こ
と
。

⑵
移
送
先
の
行
政
機
関
等
の
事
務
担
当
課
所
等
と
協
議
の
上
、
事
案
の
移
送
を
決
定
し
、
規
則
第
７
条

第
１
号
又
は
規
程
第
７
条
第
１
号
に
規
定
す
る
開
示
請
求
事
案
移
送
書
及
び
開
示
請
求
書
を
移
送
先
の

行
政
機
関
等
の
事
務
担
当
課
所
等
に
送
付
す
る
こ
と
。

⑶
移
送
を
し
た
事
務
担
当
所
属
は
、
請
求
者
に
対
し
、
事
案
を
移
送
し
た
旨
を
規
則
第
７
条
第
２
号
又

は
規
程
第
７
条
第
２
号
に
規
定
す
る
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該

通
知
書
の
写
し
を
警
務
課
に
送
付
す
る
こ
と
。

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
照
会
）

第
１６条

事
務
担
当
所
属
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
場

合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
規
則
第
８
条
第
１
項
又
は
規
程
第
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
意
見
照
会
書
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
意
見
照
会
は
、
原
則
と
し
て
開
示
請
求
者
個
人
の
識
別
性
を
消
去
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
等
か
ら
判
断
し
て
、
や
む
を
得
ず
開
示
請
求
者
の
氏
名

等
の
個
人
情
報
を
第
三
者
に
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
の
同
意
を
得

て
、
当
該
第
三
者
に
他
の
者
へ
の
当
該
情
報
の
漏
え
い
防
止
を
要
請
す
る
な
ど
、
開
示
請
求
者
の
権
利
利

益
の
保
護
に
十
分
配
慮
し
、
慎
重
に
処
理
す
る
も
の
と
し
、
開
示
請
求
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
と
き

は
、
意
見
書
の
提
出
を
求
め
な
い
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
意
見
照
会
は
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
又
は
法
人
等
に
関
す
る
権
利
利
益
の
侵
害
の
有
無

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
事
務
担
当
所
属
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
意
見
照
会
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
三
者
に
対
し
、
規
則
第
８

条
第
２
項
又
は
規
程
第
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
意
見
書
の
返
送
を
原
則
と
し
て
１
週
間
以

内
に
行
う
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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５
事
務
担
当
所
属
は
、
第
三
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
意
見
照
会
を
行
っ
た
後
に
開
示
決
定
を
し
た

場
合
は
、
直
ち
に
当
該
第
三
者
に
対
し
、
規
則
第
８
条
第
３
項
又
は
規
程
第
８
条
第
３
項
に
規
定
す
る
開

示
決
定
等
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
の
実
施
）

第
１７条

閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
に
よ
る
開
示
は
、
県
警
情
報
室
等
に
お
い
て
、
開
示
決
定
通
知
書
を
持
参

し
た
当
該
開
示
に
係
る
本
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
開
示
決
定
通
知
書
を
持
参
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
開
示
請
求
者
が
当
該
開
示
に
係
る

本
人
又
は
そ
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
務
担
当
所
属
の
職
員
は
、
第
１５条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
開

示
実
施
方
法
等
申
出
書
に
記
載
さ
れ
た
日
時
（
そ
の
日
時
が
不
都
合
な
場
合
は
、
別
途
協
議
し
た
日
時
）

及
び
場
所
に
、
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
又
は
そ
の
写
し
等
を
搬
入
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
県
警
情

報
室
等
の
職
員
と
共
に
立
ち
会
い
、
個
人
情
報
の
内
容
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

３
写
し
の
送
付
に
よ
る
開
示
は
、
郵
送
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
以
外
の
情
報
を
除
い
た

上
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
閲
覧
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ア
文
書
及
び
図
画
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
除
く
。
）
文
書
及
び
図
画
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

ア
文
書
及
び
図
画
が
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ
文
書
及
び
図
画
の
一
部
を
開
示
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
複
写
機
に
よ
る
複
写
に
よ
っ
て
開
示
す

る
部
分
と
開
示
し
な
い
部
分
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
。

ウ
常
時
使
用
す
る
文
書
及
び
図
画
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
常
の
業
務
に
支
障
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

エ
請
求
者
の
承
諾
を
得
た
上
で
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
送
信
さ
れ
た
文
書
及
び
図
画
に
よ
り
保

有
個
人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る
と
き
。

イ
図
画
の
う
ち
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ダ
ー
プ
リ
ン
タ
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
閲
覧
に
供
す

る
こ
と
。

ウ
電
磁
的
記
録
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

⑵
視
聴
電
磁
的
記
録
を
複
写
し
た
も
の
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
に
供
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
場
合
で
あ
っ
て
、
事
務
担
当
所
属
が
適
当
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
の
原
本
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
に
供
す
る
こ
と
。

ア
電
磁
的
記
録
を
破
損
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ
電
磁
的
記
録
の
全
部
を
開
示
す
る
場
合

ウ
そ
の
他
事
務
担
当
所
属
等
の
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

⑶
写
し
の
交
付
複
写
す
る
箇
所
を
請
求
者
に
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
そ
の
写
し
を
作
成

し
て
交
付
す
る
こ
と
。

ア
文
書
及
び
図
画
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
除
く
。
）
文
書
及
び
図
画
（
第
１
号
ア
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
を
複
写
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
交
付
す
る

こ
と
。

イ
図
画
の
う
ち
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ダ
ー
プ
リ
ン
タ
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
又
は
そ
れ
を
複

写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
。

ウ
ア
及
び
イ
に
よ
る
写
し
の
作
成
は
、
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
複
写
作
業
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
事
務
担
当
所
属
が
認
め
た
と
き
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ

列
３
番
若
し
く
は
Ａ
列
４
番
又
は
Ｂ
列
４
番
若
し
く
は
Ｂ
列
５
番
の
い
ず
れ
か
の
規
格
の
用
紙
に
拡

大
又
は
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

エ
電
磁
的
記
録
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
又
は
公
安
委
員
会
若
し

く
は
警
察
本
部
長
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
複
写
し
た
も
の
を
交
付
す
る
こ

と
。

（
保
有
個
人
情
報
の
一
部
開
示
の
場
合
の
取
扱
い
）

第
１８条

保
有
個
人
情
報
の
一
部
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

⑴
開
示
す
る
部
分
と
開
示
し
な
い
部
分
と
を
一
定
の
単
位
（
文
書
及
び
図
画
に
あ
っ
て
は
ペ
ー
ジ
、
電

磁
的
記
録
に
あ
っ
て
は
シ
ー
ト
等
）
で
区
分
で
き
る
場
合
は
、
開
示
し
な
い
部
分
を
除
い
た
も
の
を
閲

覧
若
し
く
は
視
聴
に
供
し
、
又
は
そ
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
。

⑵
一
定
の
単
位
内
に
開
示
す
る
部
分
と
開
示
し
な
い
部
分
と
が
あ
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
公
文
書
の

原
本
を
複
写
し
て
、
開
示
し
な
い
部
分
を
削
除
し
、
又
は
こ
れ
を
隠
し
て
複
写
し
た
も
の
を
閲
覧
若
し

く
は
視
聴
に
供
し
、
又
は
そ
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
。

第
３
章
訂
正
請
求
に
関
す
る
事
務

（
相
談
及
び
案
内
）

第
１９条

県
警
情
報
室
等
は
、
自
己
情
報
の
訂
正
に
関
す
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
が
次
の
い

ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
断
し
、
適
切
な
事
務
の
取
扱
い
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

⑴
訂
正
請
求

⑵
他
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
訂
正
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

令
和
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⑶
利
用
停
止
請
求

（
訂
正
請
求
書
の
提
出
等
）

第
２０条

自
己
情
報
の
訂
正
請
求
は
、
本
人
又
は
代
理
人
が
県
警
情
報
室
等
に
規
則
第
１１条

又
は
規
程
第
１１

条
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
（
以
下
「
訂
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行

い
、
口
頭
又
は
電
話
に
よ
る
訂
正
請
求
は
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。

２
第
８
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
開
示
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
等
の
確
認
）

第
２１条

県
警
情
報
室
等
は
、
前
条
の
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
訂
正
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
有
個

人
情
報
が
法
第
８２条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
開
示
を
受
け
た
日

か
ら
９０日

以
内
の
請
求
で
あ
る
こ
と
及
び
他
の
法
令
等
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
の
手
続
の
有
無
を
確
認

し
、
開
示
決
定
を
受
け
た
も
の
で
な
い
場
合
又
は
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
９０日

を
経
過
し
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
開
示
請
求
の
方
法
等
に
つ
い
て
案
内
し
、
他
の
法
令
等
の
規
定
に
基
づ
く
特

別
の
手
続
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
手
続
に
つ
い
て
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
で
あ
る
こ
と
等
の
確
認
は
、
訂
正
請
求
を
し
よ

う
と
す
る
者
が
持
参
し
た
開
示
決
定
等
通
知
書
又
は
事
務
担
当
所
属
が
保
管
す
る
開
示
決
定
等
に
係
る
原

議
等
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
訂
正
請
求
書
の
記
載
事
項
の
確
認
）

第
２２条

県
警
情
報
室
等
は
、
第
２０条

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
訂
正
請
求
書
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
訂
正
請
求
の
宛
先
訂
正
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
有
個
人
情
報
を
記
録
し
た
公
文
書
を
管
理
す
る

機
関
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

⑵
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
訂
正
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
訂
正
請
求
者
」
と
い
う
。
）
を
特
定

し
、
決
定
通
知
書
の
送
付
先
を
特
定
す
る
た
め
に
正
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
代
理
人
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

⑶
電
話
番
号
訂
正
請
求
者
と
の
連
絡
が
確
実
に
行
わ
れ
る
場
所
（
自
宅
等
）
又
は
携
帯
電
話
の
電
話

番
号
と
し
、
代
理
人
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
担
当
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑷
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
及
び
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保

有
個
人
情
報
訂
正
請
求
の
対
象
と
な
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
を
特
定
で
き
る
程
度

に
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
開
示
を
受
け
た
日
付
、
開
示
決
定
通
知
書
の
文
書
番
号
・
日
付

及
び
保
有
個
人
情
報
の
名
称
な
ど
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
）
。

⑸
訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
の
う
ち
、
ど
の
部
分
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
内
容
の
訂
正
（
追
加
又
は
削
除
を
含
む
。
）
を
求
め
る
の
か
明
確
で
あ
る
こ
と
。

⑹
代
理
人
が
訂
正
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
本
人
の
状
況
等

ア
本
人
の
状
況

保
有
個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
種
別
に
つ
い
て
、
該
当
項
目
に
レ
印
が
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
生
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
本
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
本
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

２
県
警
情
報
室
等
は
、
前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
事
項
を
確
認
し
た
場
合
に
お
い
て
、
訂
正
請

求
書
に
記
載
漏
れ
、
誤
り
又
は
不
明
の
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
て
必
要
な
補
正
を
求
め
る

も
の
と
す
る
。

３
県
警
情
報
室
等
は
、
前
２
項
に
規
定
す
る
手
続
を
行
っ
た
後
、
職
員
記
載
欄
の
事
務
担
当
所
属
に
訂
正

請
求
に
係
る
事
務
担
当
所
属
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
署
に
お
い
て
管
理

し
て
い
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
欄
に
括
弧
書
で
当
該

警
察
署
名
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

（
保
有
個
人
情
報
の
特
定
）

第
２３条

県
警
情
報
室
等
は
、
訂
正
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
又
は
開
示

決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
に
係
る
記
載
を
基
に
、
事
務
担
当
所
属
が
管
理
す
る
開
示

請
求
手
続
の
関
係
書
類
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
特
定
を
行
う
も

の
と
す
る
。

（
訂
正
請
求
書
の
処
理
）

第
２４条

県
警
情
報
室
等
は
、
適
正
な
訂
正
請
求
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
速
や
か
に
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
訂
正
請
求
書
が
県
警
情
報
室
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
受
付
印
を
押
し
、
保
有
個
人
情
報
訂

正
請
求
受
付
処
理
簿
（
第
３
号
様
式
）
に
登
載
を
行
っ
た
後
、
請
求
者
に
当
該
請
求
書
の
写
し
を
交
付

し
、
併
せ
て
訂
正
請
求
書
の
事
務
担
当
所
属
欄
に
担
当
す
る
所
属
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
県
警
情
報
室
は
、
訂
正
請
求
書
の
写
し
を
保
管
し
た
上
で
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
事
務
担
当
所

属
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
訂
正
請
求
の
内
容
が
警
察
署
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
保
有
個
人
情

報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署
に
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
こ

と
。

⑵
訂
正
請
求
書
が
警
察
署
窓
口
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
前
号
前
段
に
定
め
る
手
続
を
行
う
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
署
窓
口
は
、
訂
正
請
求
書
の
写
し
を
保
管
し
た
上
で
、
直
ち
に
、
当
該
訂
正

請
求
書
を
県
警
情
報
室
を
経
由
し
て
事
務
担
当
所
属
に
送
付
す
る
こ
と
。

２
県
警
情
報
室
等
は
、
訂
正
請
求
書
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
訂
正
請
求
者
に
対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
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る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
訂
正
は
、
保
有
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
、
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
に
照
ら
し
て
、
個
別
に
決
定
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
保
有

個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
場
合
、
事
実
関
係
が
不
明
確
な
場
合
等
に
は
訂
正
を
行
わ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

⑵
訂
正
の
可
否
の
決
定
は
、
訂
正
請
求
書
が
到
達
し
た
日
か
ら
３０日

以
内
に
行
い
、
そ
の
結
果
は
、
文

書
で
通
知
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
９１条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
こ
と
。

⑶
前
号
の
決
定
を
行
う
期
間
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
３０日

以
内
の
期
間
で
延
長
し
、

当
該
延
長
の
期
間
及
び
理
由
を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
訂
正
決
定
等
に
特
に
長
期
間
を
要
す

る
た
め
、
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
６０日

以
内
に
訂
正
の
可
否
の
決
定
が
で
き
な
い
場
合
は
、
法
第

９５条
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
訂
正
決
定
等
を
す
る
期
限
を
文
書
で
通
知
す
る
こ

と
。

（
訂
正
請
求
に
対
す
る
決
定
等
）

第
２５条

事
務
担
当
所
属
は
、
訂
正
請
求
書
を
受
理
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
が
記
載
さ
れ
た
公
文
書
を
特
定
し
て
、
取
り
出
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
内
容
に
事
実
の
誤
り
が

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
手
続
を
経
た
上
で
、
訂
正
の
可
否
に
つ
い
て
決
定
を
行
う
も
の

と
す
る
。

⑴
訂
正
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
警
務
課
と
協
議
す
る
こ
と
。

⑵
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
所
属
等
又
は
他
の
機
関
と
協
議
す
る
こ
と
。

⑶
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
及
び
訂
正
請
求
に
理
由
が

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
と
も
に
、
当
該
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
訂
正
す
る
権
限
を
公
安
委
員

会
又
は
警
察
本
部
長
が
有
し
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
。

⑷
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
基
づ
き
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
事
実
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
に
照
ら
し
て
、
以
下
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
事
実
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
不
訂
正

イ
事
実
で
あ
る
か
判
明
し
な
か
っ
た
場
合
不
訂
正

ウ
事
実
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

ア
全
部
が
利
用
目
的
の
範
囲
内
訂
正

イ
一
部
が
利
用
目
的
の
範
囲
内
利
用
目
的
の
範
囲
内
で
訂
正

ウ
全
部
が
利
用
目
的
の
範
囲
外
不
訂
正

⑸
事
実
の
正
誤
の
確
認
に
当
た
っ
て
、
第
三
者
に
対
す
る
調
査
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
原
則
と
し
て
訂
正
請
求
者
個
人
の
識
別
性
を
消
去
し
た
上
で
、
第
三
者
に
対
し
、
口
頭
又
は
文
書

に
よ
り
意
見
照
会
等
を
行
う
こ
と
。

⑹
事
務
担
当
所
属
は
、
第
三
者
に
対
し
て
意
見
照
会
等
を
行
い
、
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き

は
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
告
知
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
告
知
す
る
こ
と
に
よ
り
訂
正
請
求

者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
に

つ
い
て
告
知
し
な
い
こ
と
。

２
事
務
担
当
所
属
は
、
訂
正
請
求
書
が
県
警
情
報
室
等
に
到
達
し
た
日
か
ら
３０日

以
内
に
訂
正
の
可
否
に

つ
い
て
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
９１条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３
訂
正
の
可
否
の
決
定
の
通
知
は
、
規
則
第
１２条

第
１
項
若
し
く
は
規
程
第
１２条

第
１
項
の
保
有
個
人
情

報
訂
正
決
定
通
知
書
又
は
規
則
第
１２条

第
２
項
若
し
く
は
規
程
第
１２条

第
２
項
の
保
有
個
人
情
報
不
訂
正

決
定
通
知
書
（
以
下
「
訂
正
決
定
等
通
知
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
事
務
担
当
所
属
で
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
務
担
当
所
属
は
、
当
該
訂
正
決
定
等
通
知
書
の
写
し
を
県
警
情
報
室
に
送

付
す
る
と
と
も
に
、
訂
正
請
求
書
が
警
察
署
窓
口
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署
窓

口
に
対
し
て
も
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
事
務
担
当
所
属
は
、
警
務
課
と
協
議
し
て
、
第
２
項
の
期
間
内
に
訂
正
の
可
否
に
つ
い
て
決
定
の
延
長

を
す
る
か
否
か
の
決
定
を
行
う
も
の
と
し
、
決
定
期
間
の
延
長
を
行
っ
た
と
き
は
、
規
則
第
１２条

第
３
項

若
し
く
は
規
程
第
１２条

第
３
項
に
規
定
す
る
訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
の
写
し
又
は
規
則
第
１２条

第

４
項
若
し
く
は
規
程
第
１２条

第
４
項
に
規
定
す
る
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
の
写
し
を
警
務
課

に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５
事
務
担
当
所
属
は
、
法
第
９６条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
事
案
を
移
送
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
移
送
先
の
行
政
機
関
等
の
事
務
担
当
課
所
等
と
協
議
の
上
、
事
案
の
移
送
を
決
定
し
、
規
則
第
１３条

第
１
号
又
は
規
程
第
１３条

第
１
号
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
事
案
移
送
書
及
び
訂
正
請
求
書
を
移
送
先
の

行
政
機
関
等
の
事
務
担
当
課
所
等
に
送
付
す
る
こ
と
。

⑵
移
送
を
し
た
事
務
担
当
所
属
は
、
請
求
者
に
対
し
、
事
案
を
移
送
し
た
旨
を
規
則
第
１３条

第
２
号
又

は
規
程
第
１３条

第
２
号
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該

通
知
書
の
写
し
を
警
務
課
に
送
付
す
る
こ
と
。

（
訂
正
の
実
施
等
）

第
２６条

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
定
め
る
方
法
の
ほ
か
、
保
有
個
人
情
報
の
内
容

及
び
公
文
書
の
種
別
等
に
応
じ
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
誤
っ
て
い
た
保
有
個
人
情
報
を
完
全
に
消
去
し
た
上
で
、
新
た
に
記
録
す
る
こ
と
。
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⑵
誤
っ
て
い
た
保
有
個
人
情
報
を
二
重
線
で
抹
消
し
、
そ
の
上
部
に
朱
書
等
で
新
た
に
記
録
す
る
こ

と
。

⑶
誤
っ
て
い
た
保
有
個
人
情
報
に
下
線
を
引
く
な
ど
の
方
法
に
よ
り
誤
り
の
部
分
を
明
示
し
た
上
、
当

該
保
有
個
人
情
報
が
誤
っ
て
い
る
旨
及
び
正
確
な
内
容
を
余
白
に
記
録
し
、
又
は
別
紙
に
記
載
し
て
添

付
す
る
こ
と
。

⑷
公
文
書
の
種
別
等
に
よ
り
誤
っ
て
い
た
保
有
個
人
情
報
を
訂
正
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
記
録

さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
が
誤
っ
て
い
る
旨
及
び
正
確
な
内
容
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
す
る
こ

と
。

２
事
務
担
当
所
属
は
、
調
査
の
結
果
判
明
し
た
事
実
が
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
又
は

訂
正
を
求
め
る
内
容
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
は
、
訂
正
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
行
う
と
と
も

に
、
職
権
に
よ
り
訂
正
を
行
い
、
そ
の
旨
を
規
則
第
１２条

第
２
項
又
は
規
程
第
１２条

第
２
項
の
保
有
個
人

情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書
に
併
せ
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
２７条

第
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第
９
条
並
び
に
第
１３条

の
規
定
は
、
訂
正
請
求
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
４
章
利
用
停
止
請
求
に
関
す
る
事
務

（
相
談
及
び
案
内
）

第
２８条

県
警
情
報
室
等
は
、
自
己
情
報
の
利
用
停
止
に
関
す
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
が
次

の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
断
し
、
適
切
な
事
務
の
取
扱
い
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

⑴
利
用
停
止
請
求

⑵
他
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
利
用
停
止
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

⑶
訂
正
請
求

（
利
用
停
止
請
求
書
の
提
出
等
）

第
２９条

自
己
情
報
の
利
用
停
止
請
求
は
、
利
用
停
止
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
県
警
情
報
室
等
に
規
則

第
１５条

又
は
規
程
第
１５条

の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
（
以
下
「
利
用
停
止
請
求
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
、
口
頭
又
は
電
話
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
は
認
め
な
い
も
の
と
す

る
。

２
第
８
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
は
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
停
止
請
求
書
の
記
載
事
項
の
確
認
）

第
３０条

県
警
情
報
室
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
利
用
停
止
請
求
書
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
利
用
停
止
請
求
の
宛
先
利
用
停
止
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
機
関
と

な
っ
て
い
る
こ
と
。

⑵
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
利
用
停
止
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
利
用
停
止
請
求
者
」
と
い
う
。
）

を
特
定
し
、
決
定
通
知
書
の
送
付
先
を
特
定
す
る
た
め
に
正
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
代
理
人
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
が
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑶
電
話
番
号
利
用
停
止
請
求
者
と
の
連
絡
が
確
実
に
行
わ
れ
る
場
所
（
自
宅
等
）
又
は
携
帯
電
話
の

電
話
番
号
と
し
、
代
理
人
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
担
当
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑷
利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
及
び
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け

た
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
の
対
象
と
な
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
を
特
定
で

き
る
程
度
に
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
開
示
を
受
け
た
日
付
、
開
示
決
定
通
知
書
の
文
書
番

号
・
日
付
及
び
保
有
個
人
情
報
の
名
称
な
ど
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
）
。

⑸
利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
及
び
内
容
利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
欄
に
、
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報

の
う
ち
、
ど
の
部
分
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
措
置
（
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停

止
）
を
求
め
る
の
か
が
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ま
た
、
内
容
欄
に
、
法
第
６１条

第
２
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
法
第
６３条

の

規
定
に
違
反
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
法
第
６４条

の
規
定
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
法
第
６９条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
違
反
し
て
利
用
若
し
く
は
提
供
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
又
は
法
第
７１条

の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
内
容
が

明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑹
代
理
人
が
利
用
停
止
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
本
人
の
状
況
等

ア
本
人
の
状
況
保
有
個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
種
別
に
つ
い
て
、
該
当
項
目
に
レ
印
が
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
生
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
本
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
本
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

２
第
２２条

第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
用
停
止
請
求
書
の
処
理
）

第
３１条

県
警
情
報
室
等
は
、
適
正
な
利
用
停
止
請
求
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
速
や
か
に
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
利
用
停
止
請
求
書
が
県
警
情
報
室
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
受
付
印
を
押
し
、
保
有
個
人
情

報
利
用
停
止
請
求
受
付
処
理
簿
（
第
４
号
様
式
）
に
登
載
を
行
っ
た
後
、
請
求
者
に
当
該
請
求
書
の
写

し
を
交
付
し
、
併
せ
て
利
用
停
止
請
求
書
の
事
務
担
当
所
属
欄
に
担
当
す
る
所
属
名
を
記
載
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
警
情
報
室
は
、
利
用
停
止
請
求
書
の
写
し
を
保
管
し
た
上
で
、
直
ち
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に
、
こ
れ
を
事
務
担
当
所
属
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
用
停
止
請
求
の
内
容
が
警
察
署
に
お
い

て
管
理
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署

に
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
こ
と
。

⑵
利
用
停
止
請
求
書
が
警
察
署
窓
口
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
前
号
前
段
に
定
め
る
手
続
を
行
う
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
署
窓
口
は
、
利
用
停
止
請
求
書
の
写
し
を
保
管
し
た
上
で
、
直
ち

に
、
当
該
利
用
停
止
請
求
書
を
県
警
情
報
室
を
経
由
し
て
事
務
担
当
所
属
に
送
付
す
る
こ
と
。

２
県
警
情
報
室
等
は
、
利
用
停
止
請
求
書
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
利
用
停
止
請
求
者
に
対
し
て
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
利
用
停
止
は
、
保
有
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
行
う
も
の
で

あ
り
、
利
用
停
止
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
の
性
質
上
、

当
該
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
行
わ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
利
用
停
止
の
可
否
の
決
定
は
、
利
用
停
止
請
求
書
が
到
達
し
た
日
か
ら
３０日

以
内
に
行
い
、
そ
の
結

果
は
、
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
１０２条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
こ
と
。

⑶
前
号
の
決
定
を
行
う
期
間
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
３０日

以
内
の
期
間
で
延
長
し
、

当
該
延
長
の
期
間
及
び
理
由
を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
利
用
停
止
決
定
等
に
特
に
長
期
間
を

要
す
る
た
め
、
利
用
停
止
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
６０日

以
内
に
利
用
停
止
の
可
否
の
決
定
が
で
き
な
い

場
合
は
、
法
第
１０３条

の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
利
用
停
止
決
定
等
を
す
る
期
限

を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。

（
利
用
停
止
請
求
に
対
す
る
決
定
等
）

第
３２条

事
務
担
当
所
属
は
、
利
用
停
止
請
求
書
を
受
理
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
利
用
停
止
請
求
に
係
る

保
有
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
た
公
文
書
を
特
定
し
て
、
取
り
出
し
、
該
当
す
る
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い

が
行
わ
れ
た
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
手
続
を
経
た
上
で
、
利
用
停
止
の
可
否
に

つ
い
て
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
利
用
停
止
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
警
務
課
と
協
議
す
る
こ
と
。

⑵
条
例
、
規
則
又
は
規
程
の
改
正
等
が
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
関

係
所
属
等
又
は
県
の
他
の
機
関
と
協
議
す
る
こ
と
。

⑶
利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
が
請
求
者
本
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。

⑷
利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
事
実
関
係
を
調
査
し
、
求
め
る
利
用
停

止
の
内
容
に
基
づ
く
処
理
を
行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
、
利
用
停
止
を
行
う
こ
と
に
よ
り
保
護
さ
れ

る
本
人
の
権
利
利
益
と
、
利
用
停
止
を
行
う
こ
と
に
よ
り
損
な
わ
れ
る
公
共
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
を

行
っ
た
上
で
判
断
す
る
こ
と
。

⑸
当
該
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
利
用
停
止
を
行
う
権
限
を
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
有
し
て

い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
。

⑹
利
用
停
止
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
第
三
者
に
対
す
る
調
査
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
原
則
と
し
て
利
用
停
止
請
求
者
個
人
の
識
別
性
を
消
去
し
た
上
で
、
第
三
者
に
対
し
、
口
頭
又
は

文
書
に
よ
り
意
見
照
会
等
を
行
う
こ
と
。

⑺
事
務
担
当
所
属
は
、
第
三
者
に
対
し
て
意
見
照
会
等
を
行
い
、
利
用
停
止
を
行
う
旨
の
決
定
を
し
た

と
き
は
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
告
知
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
告
知
す
る
こ
と
に
よ
り
利
用

停
止
請
求
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又

は
一
部
に
つ
い
て
告
知
し
な
い
こ
と
。

２
事
務
担
当
所
属
は
、
利
用
停
止
請
求
書
が
県
警
情
報
室
等
に
到
達
し
た
日
か
ら
３０日

以
内
に
利
用
停
止

の
可
否
に
つ
い
て
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
９９条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３
利
用
停
止
の
可
否
の
決
定
の
通
知
は
、
規
則
第
１６条

第
１
項
若
し
く
は
規
程
第
１６条

第
１
項
の
保
有
個

人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
又
は
規
則
第
１６条

第
２
項
若
し
く
は
規
程
第
１６条

第
２
項
の
保
有
個
人
情

報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書
（
以
下
「
利
用
停
止
決
定
等
通
知
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
事
務
担
当
所

属
で
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
務
担
当
所
属
は
、
当
該
利
用
停
止
決
定
等
通
知
書
の

写
し
を
県
警
情
報
室
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
利
用
停
止
請
求
書
が
警
察
署
窓
口
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署
窓
口
に
対
し
て
も
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
事
務
担
当
所
属
は
、
警
務
課
と
協
議
し
て
、
第
２
項
の
期
間
内
に
利
用
停
止
の
可
否
に
つ
い
て
決
定
の

延
長
を
す
る
か
否
か
の
決
定
を
行
う
も
の
と
し
、
決
定
期
間
の
延
長
を
行
っ
た
と
き
は
、
規
則
第
１６条

第

３
項
若
し
く
は
規
程
第
１６条

第
３
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
の
写
し
又
は
規
則

第
１６条

第
４
項
若
し
く
は
規
程
第
１６条

第
４
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
の

写
し
を
警
務
課
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
停
止
の
実
施
等
）

第
３３条

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
法
第
６１条

第
２
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
と
き
、
法
第
６３条

の
規
定
に
違
反
し
て
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
と
き
、
法
第
６４条

の
規
定
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
又
は
法
第
６９

条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
違
反
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
求
め
る
利
用

停
止
の
内
容
に
応
じ
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
を
停
止
し
、
又
は
当
該
保
有
個
人
情
報
自
体
を
消

去
す
る
こ
と
。
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⑵
法
第
６９条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
法
第
７１条

第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る

と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と
。

（
準
用
規
定
）

第
３４条

第
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第
９
条
、
第
１３条

、
第
２１条

並
び
に
第
２３条

の
規
定
は
、
利
用
停

止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
５
章
審
査
請
求
等

（
審
査
請
求
の
場
合
の
取
扱
い
）

第
３５条

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
２６年

法
律
第
６８号

）
に
基
づ
く
審
査
請
求
の
処
理
は
、
事
務
担
当
所
属

が
、
警
務
課
と
協
議
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
開
示
、
訂
正
若
し
く
は
利
用
停
止
の
可
否
の
決
定
又
は
開
示
請
求
等
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
審
査
請

求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
事
務
担
当
所
属
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
事
務
担
当
所
属
は
、
そ
の
写
し
を
警
務
課
及
び
警
務
部
監
察
課
に
送
付
す
る
と
と
も

に
、
当
該
審
査
請
求
が
警
察
署
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
に
係
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署
に
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
事
務
担
当
所
属
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
付
け
た
審
査
請
求
書
を
審
査
し
、
適
法
と
認
め
る
と
き

は
こ
れ
を
受
理
し
、
不
適
法
と
認
め
る
と
き
は
警
務
課
と
協
議
し
て
、
こ
れ
を
却
下
す
る
も
の
と
す
る
。

４
事
務
事
業
担
当
課
は
、
審
査
請
求
を
受
理
し
た
と
き
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
２９条

第
２
項
の
弁
明
書
（
以
下
「
弁
明
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
公

安
委
員
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
を
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５
事
務
事
業
担
当
課
は
、
弁
明
書
の
送
付
を
受
け
た
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を

定
め
て
、
行
政
不
服
審
査
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
３０条

第
１
項
の
反

論
書
（
以
下
「
反
論
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

６
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
事
務
担
当
所
属
は
、
警
務
課
を
経

由
し
て
総
務
部
県
政
情
報
課
（
以
下
「
県
政
情
報
課
」
と
い
う
。
）
に
対
し
審
査
会
に
付
議
す
る
よ
う
依

頼
す
る
も
の
と
す
る
。

７
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
開
示
、
訂
正
又
は
利
用
停
止
の
可
否
の
決
定
に
係
る
審
査
請
求
の
場
合
審
査
請
求
書
、
開
示
決
定

等
通
知
書
、
訂
正
決
定
等
通
知
書
又
は
利
用
停
止
決
定
等
通
知
書
、
開
示
請
求
書
、
訂
正
請
求
書
又
は

利
用
停
止
請
求
書
及
び
弁
明
書
の
写
し
（
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
が
反
論
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
審
査
請
求
書
、
開
示
決
定
等
通
知
書
、
訂
正
決
定
等
通
知
書
又
は
利
用
停
止
決
定
等
通

知
書
、
開
示
請
求
書
、
訂
正
請
求
書
又
は
利
用
停
止
請
求
書
、
弁
明
書
及
び
反
論
書
の
写
し
）

⑵
開
示
請
求
等
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
の
場
合
審
査
請
求
書
、
開
示
請
求
書
、
訂
正
請
求

書
又
は
利
用
停
止
請
求
書
及
び
弁
明
書
の
写
し
（
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
が
反
論
書
を
提
出
し
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
査
請
求
書
、
開
示
請
求
書
、
訂
正
請
求
書
又
は
利
用
停
止
請
求
書
、
弁
明
書

及
び
反
論
書
の
写
し
）

８
事
務
担
当
所
属
は
、
県
政
情
報
課
か
ら
審
査
会
に
付
議
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
は
、
規
則
第
１７

条
の
大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
諮
問
通
知
書
に
よ
り
、
法
第
１０５条

第
３
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
審
査
会
に
諮
問
し
た
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

９
事
務
担
当
所
属
は
、
公
安
委
員
会
が
審
査
会
か
ら
答
申
を
受
け
た
場
合
は
、
法
第
１０６第

２
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
４１条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
が
終
結
し
た
旨
を

審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
警
務
課
と
協
議
の
上
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁

決
の
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

１０
事
務
担
当
所
属
は
、
公
安
委
員
会
が
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

裁
決
書
の
謄
本
を
審
査
請
求
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
を
警
務
課
に
送
付
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
審
査
請
求
が
警
察
署
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録

さ
れ
た
公
文
書
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
警
察
署
に
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
苦
情
の
取
扱
い
）

第
３６条

事
務
担
当
所
属
は
、
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
警
務
課
と
協
議
し
て
処
理
す
る
も
の
と
す

る
。

２
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
事
務
担
当
所
属
は
、
速
や
か
に
苦
情
の
申
出
を
し
た
者
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る

な
ど
苦
情
の
迅
速
な
処
理
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
事
務
担
当
所
属
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
場
合
は
、
苦
情
処
理
記
録
票
（
第

５
号
様
式
）
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
直
ち
に
そ
の
写
し
を
警
務
課
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
事
務
担
当
所
属
は
、
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
、
そ
の
取
扱
い
を
決
定
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
当
該
苦
情

を
申
し
出
た
者
に
対
し
、
当
該
苦
情
の
処
理
の
結
果
に
つ
い
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
意
見
を
聴
く
こ
と
が
特
に
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
係
る
審
査
会
へ
の
諮
問
）

第
３７条

事
務
担
当
所
属
は
、
条
例
第
８
条
第
３
項
第
２
号
又
は
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
審
査
会
の
意
見
を

聴
く
場
合
は
、
事
前
に
警
務
課
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

２
事
務
担
当
所
属
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
諮
問
書
を
作
成
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
の
上
、
警
務
課
を
経
由
し
て
県
政
情
報
課
に
対
し
審
査
会
に
付
議
す
る
よ
う
依
頼

す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
二



⑴
諮
問
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
安
全
管
理
措
置
の
基
準
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
及

び
必
要
性
を
説
明
し
た
資
料

⑵
県
の
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
具
体
的
な
運
用
方
法
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
理
由
及
び
必
要
性
を
説
明
し
た
資
料

⑶
そ
の
他
必
要
な
資
料

３
事
務
担
当
所
属
は
、
審
査
会
か
ら
説
明
又
は
必
要
な
書
類
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
徴
収
）

第
３８条

保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
は
、
前
納
と
し
、
保
有
個

人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る
県
警
情
報
室
の
金
銭
出
納
員
又
は
警
察
署
の
出
納
員
が
大
分
県
会
計
規
則

（
昭
和
４９年

大
分
県
規
則
第
１０号

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

２
事
務
担
当
所
属
は
、
請
求
者
か
ら
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
の
写
し
の
郵
送
に
つ
い
て
申

出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
写
し
を
作
成
す
る
公
文
書
の
該
当
す
る
部
分
及
び
そ
の
枚
数
並
び
に
写
し
の
交
付

に
要
す
る
費
用
の
額
を
電
話
等
に
よ
り
請
求
者
に
確
認
し
、
当
該
費
用
の
納
入
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３
事
務
担
当
所
属
は
、
開
示
請
求
者
か
ら
前
項
の
費
用
の
納
入
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
は
、
公

文
書
の
写
し
を
当
該
開
示
請
求
者
に
郵
送
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
３９条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
の
事
務
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
警
務
課
長
が
定
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
廃
止
）

２
大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
１８年

大
分
県
警
察
本

部
訓
令
甲
第
１１号

）
は
、
廃
止
す
る
。

（
大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
の
前
日
の
属
す
る
年
度
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
分
県
警
察
が

保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
第
４２条

の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
（
第
８
条
関
係
）

１
令
第
２２条

第
１
項
第
１
号
に
該
当
し
、
開
示
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足

り
る
も
の
に
該
当
す
る
書
類

⑴
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
所
記
載
が
あ
る
も
の
）

⑵
特
別
永
住
者
証
明
書
と
見
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書

⑶
小
型
船
舶
操
縦
免
許
証

⑷
運
転
経
歴
証
明
書

⑸
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証

⑹
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証

⑺
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

⑻
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証

⑼
船
員
保
険
の
被
保
険
者
証

⑽
共
済
組
合
員
証

⑾
恩
給
証
書

⑿
児
童
扶
養
手
当
証
書

⒀
身
体
障
害
者
手
帳

⒁
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

２
令
第
２２条

第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
書
類

⑴
第
１
項
の
書
類
が
更
新
中
の
場
合
に
交
付
さ
れ
る
仮
証
明
書
や
引
換
書
類

⑵
旅
券

⑶
住
所
記
載
の
な
い
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

⑷
船
員
手
帳

⑸
海
技
免
状

⑹
無
線
従
事
者
免
許
証

⑺
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
証

⑻
電
気
工
事
士
免
状

⑼
調
理
師
免
許
証

⑽
外
国
政
府
が
発
行
す
る
外
国
旅
券

⑾
印
鑑
登
録
証
（
地
方
）

⑿
療
育
手
帳
（
愛
の
手
帳
、
愛
護
手
帳
、
み
ど
り
の
手
帳
）
（
地
方
）

⒀
敬
老
手
帳
（
地
方
）

⒁
り
災
証
明
書
（
地
方
）

⒂
国
公
立
大
学
の
学
生
証

※
表
中
（
地
方
）
と
あ
る
の
は
、
国
の
法
令
の
根
拠
は
な
い
が
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
発
行
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
書
類
を
指
す
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
三



３
令
第
２２条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
書
類

⑴
在
外
公
館
の
発
行
す
る
在
留
証
明

⑵
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
明
示
さ
れ
た
配
達
済
み
の
郵
便
物

⑶
開
示
請
求
者
が
所
在
し
て
い
る
施
設
の
管
理
者
が
発
行
し
た
居
住
証
明
書
や
宿
泊
証
明
書

第
１
号
様
式
（
第
１２条

関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
四



第
２
号
様
式
（
第
１５条

関
係
）

第
２
号
様
式
の
２
（
第
１５条

関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
五



第
３
号
様
式
（
第
２４条

関
係
）

第
４
号
様
式
（
第
３１条

関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
六



第
５
号
様
式
（
第
３６条

関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
七


